
第１回 名寄市農業委員会総会（令和８年１月）会議録

日 時 令和８年１月３０日（金）

午後３時３０分 開始

午後４時５５分 終了

開催場所 名寄市役所風連庁舎3階 中会議室

日程表及び審査結果

第１回 名寄市農業委員会総会出席者名簿

１番 飯 村 規 峰 12番 越 孝 則 20番 北 野 雅 嗣

２番 小 川 和 則 13番 沼 田 清 憲 21番 藤 野 修 一

３番 又 村 裕 司 14番 住 田 美 紀 22番 新 田 司

５番 上 手 浩 幸 15番 林 秀 典 23番 小田桐 正 彦

６番 竹 部 裕 二 16番 菅 原 一 徳 24番 伊 藤 貴 美

８番 南 原 政 幸 17番 菊 池 愛 子 25番 安 達 啓 治

９番 鈴 木 英 二 18番 清 水 康 史 26番 中 野 寿 子

10番 髙 橋 尚 幹 19番 村 中 洋 一 27番 菅 野 真記子

11番 横 田 浩 二

欠席

４番 山 上 瞳 ７番 鈴 木 康 裕

日程 議案内容 議 件 名 件数 審査結果

第1 会議録署名委員の指名について

第2 議案第1号 設定された権利の合意解約について ６件 承 認

第3 議案第2号 農用地利用集積等促進計画案の提出について 21件 承 認

第4 議案第3号 農地法第３条第1項の規定に係る許可申請について ７件 承 認

第5 報告第1号 農用地利用集積計画の変更について １件

第6 報告第2号 農地法第5条転用工事完了報告 １件
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第１回 名寄市農業委員会定例総会 会議録

日 時 令和８年１月３０日（金）午後３時３０分

会 場 名寄市役所風連庁舎 ３階 中会議室

事務局長： 委員の皆様には大変お忙しいなか、お集まりいただきましてありがとうございます。

それでは、令和８年第１回農業委員会総会の開催にあたりまして、沼田会長からご挨拶

をいただき、その後の議事進行についても、よろしくお願いいたします。

議 長： 本日は何かとお忙しいなか、総会にご出席いただきまして大変ありがとうございます。

それでは、令和８年第１回の名寄市農業委員会総会を開会いたします。

本日、委員定数２７名中、委員２５名の出席です。農業委員会等に関する法律第２７条第

３項 在任委員の過半の出席となっていますので、総会は成立することを宣言いたします。

議 長： 日程第１、「会議録署名委員の指名について」を議題に供します。会議録署名委員は、１４

番 住田委員、１５番 林委員の両名を指名することにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって会議録署名委員は、住田委員、林委員に決定いたしました。

議 長： 続きまして、日程第２、議案第１号「設定された権利の合意解約について」を議題に供し

ます。番号４２番、番号４３番を一括して審査いたします。事務局の説明を求めます。

髙松主事： (議案第１号 番号４２番から番号４３番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。番号４２番、番号４３番を原案のとおり承認することにご異議あり

ませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号４２番、番号４３番は原案のとおり決定いたしました。

議 長： 続きまして、番号４４番、番号４５番は北野委員、菅野委員が農業委員会に関する法律第

３１条の議事参与の制限に該当しますので、本件終了まで退席願います。暫時休憩といた

します。（１６：０３）

議 長： 議事を再開いたします。（１６：０３）

番号４４番、番号４５番を一括して審査いたします。事務局の説明を求めます。

髙松主事： (議案第１号 番号４４番、番号４５番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。番号４４番、番号４５番を原案のとおり承認することにご異議あり

ませんか。

(「異議なし」の声あり)
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議 長： 異議なしと認めます。よって番号４４番、番号４５番は原案のとおり決定いたしました。

席移動のため暫時休憩といたします。（１６：０５）

議 長： 議事を再開いたします。（１６：０５）

続きまして、番号４６番、番号４７番の審査をいたします。事務局の説明を求めます。

髙松主事： (議案第１号 番号４６番、番号４７番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。番号４６番、番号４７番を原案のとおり承認することにご異議あり

ませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号４６番、番号４７番は原案のとおり決定いたしました。

議 長： 続きまして、日程第３、議案第２号「農用地利用集積等促進計画案の提出について」を議

題に供します。売買の審査を行います。番号９５番を審査いたします。事務局の説明を求

めます。

髙松主事： (議案第２号 番号９５番を読み上げ説明する。）

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号９５番を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり）

議 長： 異議なしと認めます。よって番号９５番を原案のとおり決定することにいたしました。

議 長： 続きまして、賃貸借の審査をいたします。番号３４番、番号３５番は、小田桐委員が農業

委員会に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当しますので、本件終了まで退席願い

ます。暫時休憩といたします。

（１６：０９）

議 長： 議事を再開いたします。（１６：０９）

番号３４番、番号３５番を審査いたします。事務局の説明を求めます。

髙松主事： (議案第２号 番号３４番、番号３５番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

清水委員： はい。

議 長： 清水委員。

清水委員： １８番 清水です。番号３４番、番号３５番について説明します。昨年あっせんを予定して

地域で調整していましたが、登記が間に合わず一年間賃貸をする案件となります。所在に

ついては、地図の５ページをご覧ください。番号「５４」「６０」付近に所在地があります。

ご審議の程よろしくお願いします。
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議 長： ただいま、清水委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号３４番、番号３５番を原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号３４番、番号３５番を原案のとおり決定することにいた

しました。席移動につき暫時休憩といたします。（１６：１３）

議 長： 議事を再開いたします。（１６：１３）

続きまして、番号３６番から番号３９番までは村中代理から意見がありますので、席移動

のため暫時休憩といたします。（１６：１４）

議 長： 議事を再開いたします。(１６：１４）

番号３６番から番号３９番までを一括して審査いたします。事務局の説明を求めます。

髙松主事： (議案第２号 番号３６番から番号３９番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

村中委員： はい。

議 長： 村中委員。

村中委員： １９番 村中です。番号３６番から番号３９番について説明します。地図の７ページをご覧

ください。上側のピヤシリ大橋を日進側に進み、ニチロ畜産の会社の付近に所在地があり

ます。それぞれ賃貸を更新する案件となります。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長： ただいま、村中代理より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号３６番から番号３９番を原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号３６番から番号３９番を原案のとおり決定することにい

たしました。席移動のため暫時休憩といたします。（１６：１７）

議 長： 議事を再開いたします。（１６：１７）

続きまして、番号４０番、番号４１番を審査いたします。事務局の説明を求めます。

髙松主事： (議案第２号 番号４０番、番号４１番までを読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

南原委員： はい。
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議 長： 南原委員。

南原委員： ８番 南原です。番号４０番、番号４１番について説明します。智恵文農協の後ろ付近に所

在地があります。議案第１号で合意解約した農地を●●●●と賃貸する案件となります。

審議の程よろしくお願いします。

議 長： ただいま、南原委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号４０番、番号４１番を原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号４０番、番号４１番を原案のとおり決定することにいた

しました。

議 長： 続きまして、番号４２番、番号４３番を審査いたします。事務局の説明を求めます。

髙松主事： (議案第２号 番号４２番、番号４３番までを読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

北野委員： はい。

議 長： 北野委員。

北野委員： ２０番 北野です。番号４２番、番号４３番について説明します。所在については、地図６

ページをご覧ください。左側に智南とあります。その南側付近に所在地があります。賃貸

更新の案件となります。審議の程よろしくお願いします。

議 長： ただいま、北野委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号４２番、番号４３番を原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号４２番、番号４３番を原案のとおり決定することにいた

しました。

議 長： 続きまして、番号４４番から番号４７番までを一括して審査いたします。事務局の説明を

求めます。

髙松主事： (議案第２号 番号４４番から番号４７番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

林 委員： はい。



- 5 -

議 長： 林委員。

林 委員： １５番 林です。番号４４番から番号４７番について説明します。それぞれ賃貸更新の案件

となります。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長： ただいま、林委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号４４番から番号４７番を原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号４４番から番号４７番を原案のとおり決定することにい

たしました。

議 長： 続きまして、番号４８番から番号５１番までを一括して審査いたします。事務局の説明を

求めます。

髙松主事： (議案第２号 番号４８番から番号５１番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

飯村委員： はい。

議 長： 飯村委員。

飯村委員： １番 飯村です。番号４８番から番号５１番について説明します。所在については、地図の

９ページをご覧ください。右側にピンクのマーカーで東生とあります。その右付近が番号

４８番の所在地です。番号５０番については、その左にある桜の沢の上側付近が所在地と

なります。賃貸料の見直しを含んだ賃貸借の更新の案件となります。ご審議の程よろしく

お願いします。

議 長： ただいま、飯村委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号４８番から番号５１番を原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号４８番から番号５１番を原案のとおり決定することにい

たしました。

議 長： 続きまして、番号５２番は北野委員、菅野委員が農業委員会に関する法律第３１条の議事

参与の制限に該当しますので、本件終了まで退席願います。暫時休憩といたします。

（１６：２８）

議 長： 議事を再開いたします。（１６：２８）

番号５２番を審査いたします。事務局の説明を求めます。



- 6 -

髙松主事： (議案第２号 番号５２番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号５２番を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号５２番を原案のとおり決定することにいたしました。

暫時休憩といたします。（１６：３０）

議 長： 議事を再開いたします。（１６：３０）

続きまして、番号５３番から番号５８番までを一括して審査いたします。事務局の説明を

求めます。

髙松主事： (議案第２号 番号５３番から番号５８番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号５３番から番号５８番までを原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号５３番から番号５８番までを原案のとおり決定すること

にいたしました。

議 長： 続きまして、使用貸借の審査を行います。番号２２番、番号２３番までを一括して審査い

たします。事務局の説明を求めます。

髙松主事： (議案第２号 番号２２番、番号２３番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

伊藤委員： はい。

議 長： 伊藤委員。

伊藤委員： ２４番 伊藤です。番号２２番、番号２３番について説明します。所在については、地図の

８ページをご覧ください。右側に名風聖苑とあります。その下付近が所在地となります。

賃貸期間延長に伴う賃貸更新の案件です。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長： ただいま、伊藤委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号２２番、番号２３番を原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。
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(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号２２番、番号２３番を原案のとおり決定することにいた

しました。

議 長： 続きまして、日程第４、議案第３号「農地法第３条第１項の規定に係る許可申請について」

を議題に供します。番号１８番を審査いたします。事務局の説明を求めます。

鈴木康裕主任： (議案第３号 番号１８番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

小田桐委員： はい。

議 長： 小田桐委員。

小田桐委員：２３番 小田桐です。番号１８番について説明します。所在については、地図の５ページを

ご覧ください。「６１」の東側付近が所在地となります。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長： ただいま、小田桐委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号１８番について原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長： 異議なしと認めます。よって番号１８番は原案のとおり決定いたしました。

議 長： 続きまして、番号１９番から番号２０番は竹部委員が農業委員会に関する法律第３１条の

議事参与の制限に該当しますので、本件終了まで退席願います。暫時休憩といたします。

（１６：４０）

議 長： 議事を再開いたします。（１６：４０）

番号１９番、番号２０番を一括して審査いたします。事務局の説明を求めます

鈴木康裕主任： (議案第３号 番号１９番、番号２０番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

清水委員： はい。

議 長： 清水委員。

清水委員： １８番 清水です。番号１９番、番号２０番について説明します。昨年あっせんをした●●

●●の農地の残地を売買する案件となります。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長： ただいま、清水委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。
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議 長： 意見がないようですので、番号１９番、番号２０番について原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長： 異議なしと認めます。よって番号１９番、番号２０番は原案のとおり決定いたしました。

席移動につき暫時休憩といたします。（１６：４３）

議 長： 議事を再開いたします。（１６：４３）

続きまして、番号２１番を審査いたします。事務局の説明を求めます。

鈴木康裕主任： (議案第３号 番号２１番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

新田委員： はい。

議 長： 新田委員。

新田委員： ２２番 新田です。番号２１番について説明します。所在については、地図の８ページをご

覧ください。中央下に黄色のマーカーで東２号とあります。二十四線と交わる交差点の北

西付近が所在地となります。近くで耕作する●●●●への売買の案件となります。ご審議

の程よろしくお願いします。

議 長： ただいま、新田委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号２１番について原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長： 異議なしと認めます。よって番号２１番は原案のとおり決定いたしました。

議 長： 続きまして、番号２２番を審査いたします。事務局の説明を求めます。

鈴木康裕主任： (議案第３号 番号２２番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

横田委員： はい。

議 長： 横田委員。

横田委員： １１番 横田です。番号２２番について説明します。所在については、地図の９ページをご

覧ください。中央に黄色のマーカーで道道下川風連線と御料一線があります。その交わる

付近が所在地となります。離農した●●●●の残地処分による売買の案件となります。ご

審議の程よろしくお願いします。
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議 長： ただいま、横田委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号２２番について原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長： 異議なしと認めます。よって番号２２番は原案のとおり決定いたしました。

議 長： 続きまして、番号２３番を審査いたします。事務局の説明を求めます。

鈴木康裕主任： (議案第３号 番号２３番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

林 委員： はい。

議 長： 林委員。

林 委員： １５番 林です。番号２３番について説明します。本件は●●●●が●●●●に経営移譲す

るため使用貸借をする案件となります。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長： ただいま、林委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。

議 長： 意見がないようですので、番号２３番について原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長： 異議なしと認めます。よって番号２３番は原案のとおり決定いたしました。

議 長： 続きまして、番号２４番を審査いたします。事務局の説明を求めます。

鈴木康裕主任： (議案第３号 番号２４番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はありませんか。

横田委員： はい。

議 長： 横田委員。

横田委員： １１番 横田です。番号２４番について説明します。所在は地図の９ページをご覧ください。

中央に黄色のマーカーで道道下川風連線とがあります。その下の太い白い線と御料四線が

交わった右上付近が所在地となります。●●●●自身の土地を法人に売買する案件となり

ます。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長： ただいま、横田委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。
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議 長： 意見がないようですので、番号２４番について原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長： 異議なしと認めます。よって番号２４番は原案のとおり決定いたしました。

議 長： 続きまして、日程第５、報告第１号「農用地利用集積計画の変更について」を議題に供し

ます。事務局の説明を求めます。

髙松主事： (報告第１号を読み上げ説明する。)

議 長： 農用地利用集積計画の変更についての報告でした。

議 長： 続きまして、日程第６、報告第２号「農地法第５条転用工事完了報告について」を議題に

供します。番号５番について林委員より報告願います。

林 委員： １５番 林です。番号５番について報告いたします。現地で格納庫が建設されていたことを

確認しました。以上です。

議 長： 林委員より報告がありました。

議 長： 以上で提案しました議案審議は終了しました。

その他、みなさんから何かございますか。

特に無いようですので、以上で第１回名寄市農業委員会総会を閉会いたします。

（午後４時５５分 閉会）

会 長

署 名 委 員

署 名 委 員


